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◆「就業実践研修Ⅰ・Ⅱ」の意義 

就職活動を通じて学生が内定を得るまでに、学生は様々な努力をしますが、それでも、大

学卒業者の就職後３年以内の離職率が３割以上という状態が続いています。その一因とし

て、学生本人の適性やニーズと就職先での仕事が見合わないという“ミスマッチ”の問題が

指摘されており、円滑な就職と職場定着を促していくためには、大学におけるキャリア教育

の充実と就職支援が重要です。 

 

本学においても、「キャリア支援課」を設け、「キャリア教育」の企画、推進を図っており

ます。経団連による就職協定が廃止され、通年採用が提唱されるなど、就職活動のありよう

も大きく変わろうとしています。そのような状況の中で、早い時期からキャリア教育を行う

重要性がますます高まっていると認識しています。 

 

南山大学では、1 年次からさまざまなキャリアプログラムを用意しており、その中でも

「就業実践研修Ⅰ・Ⅱ」は就職準備と就業体験を同時に学ぶことができる貴重なプログラム

と位置付けています。はじめに、学内授業である「就業実践研修Ⅰ」で、働く現場で求めら

れる様々なスキルやマナー、社会人としての資質を学び、自らの適性分析を行いながら実習

を行う目的の設定や自らのキャリアを形成するために必要な準備を行います。その後、「就

業実践研修Ⅱ」として、現場での就業体験を通して、働く意義や仕事に対する責任などを学

び、職業観を形成します。実習後に行われる報告会において、互いの就業体験を共有し、自

らに必要なスキルや能力を見つめ直し、設定した目的を達成するために今後大学でさらに

何を学ぶべきかを考えていきます。キャリア形成のために必要な高い目的意識を持つこと

で、より充実した大学生活を送ることも期待されます。 

 

近年は、5 日未満のオープンカンパニーが多くなり、しかもオンラインで行われることが

多くなっています。短期間でのオンライン・オープンカンパニーは、会社の説明を聞くにと

どまるものとも言え、その本来の意義である、就業体験からのキャリア形成に学生が取り組

むことができません。南山大学としては、５日間以上の就業体験ができる、この「就業実践

研修Ⅰ・Ⅱ」を継続させていき、１人でも多くの学生に実質的なインターンシップ※の機会

を提供したいと考えております。これはお受入機関様のご協力があって、初めて実現できる

ことです。ご多用中、お受入機関様には研修プログラムの作成やご担当者の配置等、多大な

ご負担をおかけいたしますが、本学の取り組みにご理解を賜り、是非とも「就業実践研修Ⅱ」

履修生のお受け入れにご賛同いただきますよう、心よりお願い申し上げます。 

※本学は 3 年次生以上をインターンシップとして扱い、2 年次生はキャリア教育として扱います。 

 

キャリア支援委員会委員長 川北 眞紀子 
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◆インターンシップの推進にあたっての考え方 

インターンシップについては、「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支

援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方（2022 年 6 月 13 日付改正 文部科学

省、厚生労働省、経済産業省）」（以下、「三省合意」という。）が示され、学生のキャリ

ア形成支援における産学協働の取組が 4 類型に整理されました。（3 ページから 12 ペ

ージをご参照ください。） 

 本学では、インターンシップの推進にあたっては、三省合意の基本的な考え方に基づ

き、各種支援を行います。 
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インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る

取組の推進に当たっての基本的考え方

平成 年 月日

平成年 月 日一部改正

平成年月日一部改正

令和 年 月日一部改正

文 部 科 学 省

厚 生 労 働 省

経 済 産 業 省

 大学等におけるインターンシップを始めとするキャリア形成支援に係る取組について

大学等におけるインターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る産学協働の取

組以下、「キャリア形成支援に係る取組」という。は、大学等での学修と社会での経験を結び

つけることで、学修の深化や学習意欲の喚起、職業意識の醸成などにつながるものであり、その

教育的効果や学生のインターンシップを始めとするキャリア形成支援における効果が十分に期

待できる重要な取組である。

本年月に一般社団法人日本経済団体連合会と大学関係団体等の代表者により構成される「採

用と大学教育の未来に関する産学協議会」以下、「産学協議会」という。において、「学生のキ

ャリア形成支援に係る産学協働の取組み」が次の四つの類型に整理され、そのうちタイプ及び

タイプがインターンシップであるとされた。

学生のキャリア形成支援に係る産学協働の取組の四つの類型

タイプ オープン・カンパニー

タイプ キャリア教育

タイプ 汎用型能力・専門活用型インターンシップ

タイプ 高度専門型インターンシップ試行

この整理は、産業界と学界で議論された上で決定されたものであることを踏まえ、インターン

シップを始めとするキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっては、その整理に基づき、取組

を実施すべきである。

タイプ及びタイプの大学等のインターンシップ以下、「インターンシップ」という。に

ついては、「学生がその仕事に就く能力が自らに備わっているかどうか自らがその仕事で通用

するかどうかを見極めることを目的に、自らの専攻を含む関心分野や将来のキャリアに関連し

た就業体験企業の実務を経験することを行う活動但し、学生の学修段階に応じて具体的内

容は異なる」と定義された。一方、タイプ及びタイプのうち、従来インターンシップと称

されていたもので、今回の産学協議会の定義では、インターンシップとは称されないが、教育的

効果や学生のキャリア形成への効果が一定程度期待できるものもあることから、それらの取組を

含めたインターンシップを始めとするキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的

考え方について改めて示すこととする。

1 詳細は別紙及び以下産学協議会 URL参照

https://www.sangakukyogikai.org/_files/ugd/4b2861_5a793f7f7ec243598da50a98d45771ab.pdf
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なお、新たな取組として、タイプのうち博士課程におけるジョブ型研究インターンシップは、

令和年度より先行的・試行的取組として実施されており、今後の展開が期待されている。タイ

プの修士課程におけるジョブ型研究インターンシップや高度な専門性を重視した修士課程学

生向けインターンシップ仮称の実施時期等の詳細については、今後検討されることとされて

いる。

本「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基

本的考え方」については、今後の産学協議会における検討状況や新たな整理に基づいたキャリア

形成支援に係る取組の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直すこととする。

 インターンシップを始めとするキャリア形成支援に係る取組の意義

インターンシップを始めとするキャリア形成支援に係る取組は、学生を送り出す大学等、これ

を体験する学生、学生を受け入れる企業等それぞれにとって、様々な意義を有するものであり、

それぞれの側において積極的に対応していくことが望まれる。

①大学等及び学生にとっての意義

〇 キャリア教育・専門教育としての意義

大学等におけるキャリア教育・専門教育を一層推進するとともに、学生のキャリア形成を

支援する観点から、有効な取組である。

〇 教育内容・方法の改善・充実

アカデミックな教育研究と社会での実地の体験を結び付けることが可能となり、大学等に

おける教育内容・方法の改善・充実につながる。

また、学生の新たな学習意欲を喚起する契機となることも期待できる。

〇 高い職業意識の育成

学生が自己の職業適性や将来設計について考える機会となり、主体的な職業選択や高い職

業意識の育成が図られる。また、これにより、就職後の職場への適応力や定着率の向上にも

つながる。

〇 自主性・独創性のある人材の育成

企業等の現場において、企画提案や課題解決の実務を経験したり、就業体験を積み、専門

分野における高度な知識・技術に触れながら実務能力を高めることは、課題解決・探求能力、

実行力といった「社会人基礎力」や「基礎的・汎用的能力」などの社会人として必要な能力

を高め、自主的に考え行動できる人材の育成にもつながる。

また、企業等の現場において独創的な技術やノウハウ等がもたらすダイナミズムを目の当

たりにすることにより、Society 5.0 for SDGs に向けたイノベーションの創出の担い手とな

る独創性と未知の分野に挑戦する意欲を持った人材の育成にも資する。

② 企業等における意義

〇 実践的な人材の育成

前述で記載した四つの類型のうちタイプ、タイプ及びタイプによって学生が得る
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成果は、就職後の企業等において実践的な能力として発揮されるものであり、その普及は実

社会への適応能力のより高い実践的な人材の育成につながる。

〇 大学等の教育への産業界等のニーズの反映

取組の実施を通じて大学等と連携を図ることにより、大学等に新たな産業分野の動向を踏

まえた産業界等のニーズを伝えることができ、大学等の教育にこれを反映させていくことに

つながる。

〇 企業等に対する理解の促進、魅力発信

大学等と企業等の接点が増えることにより、相互の情報の発信・受信の促進につながり、

企業等の実態について学生の理解を促す一つの契機になる。これについては、特に中小企業

やスタートアップ企業等にとって意義が大きいものと思われ、中小企業等の魅力発信として

も有益な取組である。

さらに、取組を通じて学生が各企業等の業態、業種又は業務内容についての理解を深める

ことによる就業希望の促進が可能となることや、受入企業等において若手人材の育成の効果

が認められる。また、学生のアイディアを活かすような企業等以外の人材による新たな視点

等の活用は企業等の活動におけるメリットにもつながる。これらの企業等の受入れの意義を

大学等及び企業等において共有することが重要である。

〇 採用選考時に参照し得る学生の評価材料の取得

新たに整理されたインターンシップタイプ及びタイプにおいて、学生が実際の現

場で就業体験を行うことにより、企業等にとっては、学生の仕事に対する能力を適正に評価

するとともに、採用選考活動時における評価材料を取得することができる。

 インターンシップを始めとするキャリア形成支援に係る取組の推進の望ましい在り方

当該取組については、大学等の教育・学生のインターンシップを始めとするキャリア形成支援

の一環として位置付けられるものであることから、大学等が積極的に関与することが必要である。

また、学生と企業のマッチングの機会を提供する等のサポート体制を構築することは、そのプロ

グラムの効果を高めるという点で有益である。

また、インターンシップを始めとするキャリア形成支援に係る取組は、就職・採用活動そのも

のではないので、インターンシップと称して就職・採用活動開始時期前に就職・採用活動そのも

のが行われることにより、産学協働による取組全体に対する信頼性を失わせるようなことになら

ないよう、関わる者それぞれが留意することが、今後のそれらの取組の推進に当たって重要であ

る。

このため、当該取組で取得した学生情報の企業等の広報活動・採用選考活動における取扱いに

ついては、新しいインターンシップを始めとするキャリア形成支援に係る取組の定義等を正しく

理解し、今回変更となった別紙の「企業等がインターンシップを始めとするキャリア形成支援

に係る取組で取得した学生情報の広報活動・採用選考活動における取扱いの考え方について」に

基づき、実施時期に応じた取扱いに留意する必要がある。なお、別紙については、令和年度

の卒業・修了生を対象とした「令和年度のインターンシップを始めとするキャリア形成支援に

係る取組」と「令和年度以降の卒業・修了生を対象とした令和年度以降のインターンシップ

を始めとするキャリア形成支援に係る取組」では取扱いが異なる点に留意が必要である。
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大学等におけるインターンシップを始めとするキャリア形成支援に係る取組についての留意

事項

① 大学等における取組の位置付け

上述の四つの類型は、それらの取組を大学等における単位として認めるか否かに関係し、

タイプ、タイプ及びタイプのうち、実施期間等の一定の水準を満たした場合には、大

学等の教育課程に位置付けられたものとして単位が認定される場合が多いと思われる。

インターンシップを始めとするキャリア形成支援に係る取組を大学等の単位に組み込む

ことは、大学等の教育、特に専門教育とのつながりがより明確になることや、それらの取組

のプログラムや事前・事後教育等の体系化及び充実が図られる等、その教育効果を高め、学

生が大学等における教育内容をより深く理解できるとともに、自身のキャリア形成が大きく

進展するというメリットがあり、望ましいと考えられる。

なお、特に当該単位を学位の構成要件とするに当たっては、教育課程の体系の中に当該単

位をどのように位置付けるか十分な検討が必要である。また、単位化を進めんがため、かえ

って不必要な教育内容を生じさせることのないような工夫が必要である。

一方、タイプの形態のものは、原則単位は認定されないものであると思われるが、人材

育成の観点から有益と判断されるものについては、授業の一部に取り入れるなど大学等の教

育課程の中に位置付けていくことを含め、検討することが必要である。

② 実施体制の整備

企業等との連携を適切に図り、取組を円滑に実施するため、インターンシップを始めとす

るキャリア形成支援の専任の教職員を配置するなど、大学等の規模に応じた実施体制の充実

が重要である。

③ 取組の教育目的の明確化等

取組の実施に際しては、その教育目的を明確化し、これに基づき、必修か選択か、何年生

で実施するか、授業期間中に行うか休業期間中に行うか、期間をどれくらいにするかなど

様々な点について、どのように行うのが最も効果的かという観点から検討する必要がある。

また、それらの取組は企業等にとっても大きな負担を伴うものであり、こうした点からも、

その効果が最大のものとなるよう努力していくことが重要である。

さらに、インターンシップを始めとするキャリア形成支援に係る取組は、学生が自らの専

攻や将来希望する職業に関連した職場で業務を体験することを通じ、大学等において自らが

学んだ内容と社会との関連性を認識し、今後の主体的な学修への動機付けを強め、専門知識

の有用性や職業自体について具体的に理解することを促す契機となると考えられる。大学等

における教育の推進や学生のインターンシップを始めとするキャリア形成支援の観点から

も、能動的な学修を促す学修プログラムとして提供されるそれらの取組の意義が重要である。

④ 取組による学習成果の評価等

インターンシップを始めとするキャリア形成支援に係る取組は大学等の外の場所におけ

る学習であり、こうした学習成果について企業等と連携した適切な評価方法について検討し、

その目的を踏まえながら適切な評価を行っていく必要がある。特に、学生のそれらの取組の



7

成果の評価について、企業等にとって各大学等によって異なる対応が必要な現状を改めるた

め、大学等からの学生の評価書類における要素等の共通化を図る必要がある。

⑤ 実施時期、期間等

実施時期については、その教育目的、全体の教育課程との関係、企業等の受け入れ可能時

期との関係等を検討した上で、適切な時期を選択する必要がある。また、採用・就職活動の

秩序の維持にも配慮する必要がある。

実施期間については、現状においては様々であるが、その教育目的や教育効果などを踏ま

えながら、学生・企業等の意見を十分に聞き、適切な期間を定める必要がある。

⑥ 形態の多様化

参加の機会提供にあたっては、短期プログラムの内容の充実を図りながら拡大することは

もちろんのこと、教育効果の高い中長期インターンシップや、専門教育との関連付けにより

一層効果を発揮するコーオプ教育プログラム例えば数ヶ月間数年次にわたり大学等での

授業と企業等での実践的な就業体験を繰り返す教育プログラム、学生の責任感を高め、長

期の場合には学生の参加を促す効果が考えられる有給インターンシップなど、多様な形態の

取組をその目的に合わせて柔軟に取り入れることが重要である。

⑦ 場の多様化

実際に行う場としては、一般的には企業が考えられるが、その目的に応じて、行政機関や

公益法人等の団体なども考えられる。また、受入先の企業を選ぶ場合、特定の業種や大企業

に偏ることなく、中小企業やスタートアップ企業等を含めバランスが保たれるよう配慮する

必要がある。

さらに、職業意識を高める観点からは、必ずしも学生の専攻に関連する分野だけでなく、

幅広い分野を対象にしたり、また一つの分野にだけ行くのではなく、複数の分野を体験した

りすることも有意義であると考えられる。

また、社会や経済がグローバル化する中、世界で活躍する真のグローバル人材を育成する

観点から、日本人学生が海外留学中に行う海外インターンシップを推進することや、我が国

の成長につながる優秀な外国人留学生を確保する観点から、日本企業による外国人留学生を

対象とした実施を促進することも必要である。

学生を受け入れる企業等におけるインターンシップを始めとするキャリア形成支援に係る取

組についての留意事項

① 取組に対する基本認識

当該取組は、社会・地域・産業界等の要請を踏まえ、将来の社会・地域・産業界等を支え

る人材を産学連携による人材育成の観点から推進するものであり、自社の人材確保にとらわ

れない広い見地からの取組が必要である。また、こうした観点から、長期的な視野に立って

継続的にそれらの取組を受け入れていくことが望ましい。

学生を受け入れる企業等において、こうした趣旨を十分理解して対応することが、今後の

それらの取組の推進において極めて重要である。
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② 実施体制の整備

インターンシップを始めとしたキャリア形成支援に係る取組は、企業等の場における学生

に対する教育活動であり、十分な教育効果をあげるためには、企業等における実施体制の整

備が必要である。また、実際のプログラムの目的・方法を明確化するとともに、大学等と連

携しながら効果的なプログラムを開発することが重要である。その際には、双方の負担軽減

の観点から、大学との協定書や覚書等の書類については可能な限り簡略化を図るべきである。

③ 経費に関する問題

取組に関しては、これに要する経費負担や学生に対する報酬支給の扱いなど経費に関する

問題がある。

現状においては、こうした経費の扱いに関しては多様な例が見られるとともに、実施の形

態には様々なものがあるため、基本的には、個別に大学等と企業等が協議して決定すること

が適切であると考えられる。

④ 安全、災害補償の確保、ハラスメントへの対応

実施中の学生の事故等への対応については、大学等、企業等の双方において十分に留意す

る必要があるが、現場における安全の確保やハラスメントへの対応に関しては、企業等にお

いて責任をもった対応が必要である。

また、万一の災害補償の確保に関しても、大学等と事前に十分協議し、責任範囲を明確に

した上で、それぞれの責任範囲における補償の確保を図ることが重要である。

⑤ 労働関係法令の適用

取組の実施にあたり、受け入れる企業等と学生の間に使用従属関係等があると認められる

場合など、労働関係法令が適用される場合もあることに留意する必要があり、その場合には、

企業等において労働関係法令が遵守される必要がある。

⑥ 適切な運用のためのルールづくり

取組により、企業等と大学等や学生との結び付きが強くなり、採用の早期化、指定校制な

どにつながるのではないかといった懸念も指摘されている。

このため、その実施に当たっては、学生の受入れの公正性、透明性を確保するための適切

な運用のためのルールづくりが必要である。

⑦ タイプのインターンシップの実施時期

タイプのインターンシップについては、大学等の正課及び大学院博士課程を除き、卒業・

修了前年度ないし卒業・修了年度の長期休暇期間中に実施するものであり、学生の学修時間

の確保に十分な配慮が必要である。

 インターンシップを始めとするキャリア形成支援に係る取組の推進方策の在り方

インターンシップを始めとしたキャリア形成支援に係る取組の円滑な推進のため、文部科学省、

厚生労働省、経済産業省が連携しつつ、大学等、企業等の協力を得ながら、以下の施策を積極的
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に展開することが必要であると考える。

① 情報提供及び調査研究

インターンシップを始めとするキャリア形成支援に係る取組の意義、メリットなどが十分

理解されるよう、様々な広報媒体の活用やシンポジウムの開催などにより、産学協議会が

定めた学生のインターンシップを始めとするキャリア形成支援に係る取組の四つの類型、

取組推進の望ましい在り方について、関係省庁それぞれより大学等・学生・企業等への周

知・普及啓発を図る。

また、文部科学省において、平成年より「インターンシップ実施状況調査」を全ての大

学及び高等専門学校に対して実施し、大学等が単位認定を行っているものについて実施状況

を把握しているところである。このほか、関係省庁や民間においても調査等により、それら

の取組の実施状況が把握されている。

今後、学生のインターンシップを始めとするキャリア形成支援に係る取組の四類型化や学

生情報の取扱いの考え方の変更後の実施状況について把握に努める。

さらに、このような取組の推進のための各種施策の実施や指導・助言等を行うための体制

整備を図る。

② 取組推進のための仕組みの整備

上記の情報提供に加え、実際に大学等のニーズと企業等のニーズとを効果的に結び付け、

より多くの学生の参加機会を確保するため、マッチングが円滑に行われるような仕組みを整

備することが必要である。このため、例えば、各地域に企業等、大学等、関係する諸々の行

政機関からなる産官学による協議会等の場を活用するなどし、情報交換等を図る。

なお、当該仕組みにおけるインターンシップを始めとするキャリア形成支援に係る取組の

プログラムの構築の際、大学等の教育目的と企業等が提供可能な教育資源等の調整を行うな

ど、大学等と企業等との相互理解を前提とすることによって、より教育効果の高い取組が期

待される。

③ 専門人材の育成・確保

大学等はインターンシップを始めとするキャリア形成支援に係る取組に関する専門的知

見を有する教職員の育成を行うとともに、大学等と企業等が協力して、受入れ拡大のための

それらの取組のプロジェクト設計や、大学側と企業側のニーズのマッチング等を行う専門人

材コーディネーター等の育成・確保が必要である。

④ 大学等及び受入企業等に対する支援

取組の実施は、大学等、企業等にとって、新たな負担が伴うものであり、その推進のため、

これに積極的に取り組む大学等や企業等に対する適切な支援を図る。特に、資金力や情報力

等が十分でない中小企業やスタートアップ企業等にもそれらの取組が普及するよう適切な

支援を図る。
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出典「採用と大学教育の未来に関する産学協議会 2021年度報告書「産学協働による自律的な

キャリア形成の推進」

別紙
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企業等が令和年度以降のインターンシップを始めとする

キャリア形成支援に係る取組で取得した学生情報の

広報活動・採用選考活動における取扱いの考え方について

インターンシップを始め

とするキャリア形成支援

に係る取組の実施開

始時期

基本的な取扱い

あらかじめ広報活動・採

用選考活動の趣旨を含む

ことが示された場合の取

扱い

卒業・修了前年次月末まで

広報活動開始時期「前」

学生情報は、広報活動・採用選

考活動に使用できない。

※広報活動・採用選考活動にお

いて、学生が企業に対し自ら

提出したエントリーシート、

成績表等にタイプの

取組への参加事実、フィード

バック結果等が記載されて

いる場合は、他の成績書類と

同様に、これを広報活動・採

用選考活動に使用すること

は差し支えない。

タイプのインターンシップ

に限り、取得した学生情報を

月以降は広報活動に、月

以降は採用選考活動に使用で

きる。

卒業・修了前年次月

卒業・修了年次月末まで

広報活動開始時期「後」かつ

採用選考活動開始時期「前」

学生情報を広報活動に使用で

きる。

タイプのインターンシップ

に限り、取得した学生情報

を、月以降は採用選考活動

に使用できる。

卒業・修了年次月以後

採用選考活動開始時期「後」

学生情報を使用できる。

注広報活動 採用を目的とした情報を学生に対して発信する活動。

採用のための実質的な選考とならない活動。

採用選考活動採用のための実質的な選考を行う活動。

採用のために参加が必須となる活動。

注本表は、令和年度以降の大学、大学院修士課程、短期大学、高等専門学校の卒業・修了予

定者を対象として実施する令和年度以降のインターンシップを始めとするキャリア形成

支援に係る取組の取扱いである。

注タイプは次表の要件を満たす必要がある。

別紙



12

タイプ産学協議会基準に準拠したインターンシップの要件

()〈就業体験要件〉

必ず就業体験を行う。インターンシップ実施期間の半分を超える日数を職場で

の就業体験に充てる。
※ テレワークが常態化している場合、テレワークを含む

()〈指導要件〉

就業体験では、職場の社員が学生を指導し、インターンシップ終了後、学生に

対しフィードバックを行う。

()〈実施期間要件〉

インターンシップの実施期間は、汎用的能力活用型では日間以上、専門能力

活用型では週間以上。

()〈実施時期要件〉

学業との両立に配慮する観点から、大学の正課および博士課程を除き、学部

年・年ないし修士年・年の長期休暇期間夏休み、冬休み、入試休み・春

休みに実施する。

()〈情報開示要件〉

募集要項等に、以下の項目に関する情報を記載し、HP等で公表する。

①プログラムの趣旨(目的)

②実施時期・期間、場所、募集人数、選抜方法、無給/有給等

③就業体験の内容(受入れ職場に関する情報を含む)

④就業体験を行う際に必要な(求められる)能力

⑤インターンシップにおけるフィードバック

⑥採用活動開始以降に限り、インターンシップを通じて取得した学生情報を活用する旨

(活用内容の記載は任意)

⑦当該年度のインターンシップ実施計画(時期・回数・規模等)

⑧インターンシップ実施に係る実績概要(過去年程度)

⑨採用選考活動等の実績概要 ※企業による公表のみ

出典「採用と大学教育の未来に関する産学協議会 2021年度報告書「産学協働による自律的な

キャリア形成の推進」

※ タイプは、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、企業、独立行政法人、NPO法人等

が実施主体となるので、本要件の「大学」は「大学等」、「社員」は「社員等」と読み替える

など、実施主体ごとに適切に解釈するものとする。
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◆留意事項 

 本学で開講している就業実践研修Ⅱについて、受講する学生は 2 年生以上となりま

す。 

 一方、インターンシップの 4 類型では、インターンシップ（タイプ 3：汎用的能力・

専門活用型インターンシップ）としての実施時期は「学部 3 年・4 年」と定められてい

ます。 

そこで、本学では受講する学生の学年により、次の通り区分けをいたします。 

 

・2 年生が参加する場合  ：タイプ 2：キャリア教育 

             ※取得した学生情報は、広報活動・採用活動に使用できません。 

 

・3 年生以上が参加する場合：タイプ 3：汎用的能力・専門活用型インターンシップ 

             ※取得した学生情報は、3 月以降は広報活動に、6 月以降は採 

              用選考活動に使用できます。 

 

 三省合意の主旨を十分ご理解いただき、引き続き本学学生の成長にご支援、ご協力賜

りますよう、よろしくお願いいたします。 
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◆「就業実践研修Ⅰ・Ⅱ」（単位型）について 

学生が在学中に一定期間、企業等で自分の専攻、将来のキャリアに意識した就業体験

である「就業実践研修 II」を、本学では重要なキャリア教育の一つとして取り扱い、正

規の授業科目として単位認定しております。 

つきましては、多くの学生にキャリア教育の機会をご提供いただきたく、ご協力くだ

さいますようお願い申し上げます。 

□ 開講イメージ  

 

◆「就業実践研修Ⅰ・Ⅱ」の概要 

□ 授業概要 

この授業は、講義および実習形式で行われる。 

民間企業や行政機関等で体験した実習の内容や体験を整理・確認し、自分の進路選

択や将来に役立てることを目的とする。単に実習のみを単位認定するだけのための

授業ではなく、実習後のプレゼンテーションとそれに関する補足講義を行う。実習

体験や情報の共有化をはかり文章表現やプレゼンテーションのスキルアップを目指

す。就業実践研修 I を修得し、実習に参加した学生が履修できる。受入機関先での実

習は授業時間の一部とする。 

なお、当該科目は、産学協議会※の分類上、2 年生が履修する場合は「タイプ 2：キ

ャリア教育」に相当します。3 年生以上が履修する場合は「タイプ 3：インターンシ

ップ」となります。 

※一般社団法人日本経済団体連合会と大学関係団体等の代表者により構成される「採

用と大学教育の未来に関する産学協議会」を指します。 
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□ 到達目標 

１．漠然とした社会や企業に対するイメージを自らの実習の中で明確化する。 

２．受入機関での実習体験を通じ、自己の能力について現状、問題点および今後の課 

  題を認識する。 

３．実際に職業人と身近に接する中で、自分が社会に出てやりたいことを具体的に考察 

する。 

 

□ 授業計画  

 

科目名 開講

期 

開講 

時限 

単

位 

授業形態 概要 

就業実践研修 I  

 

Q1 

Q2 

Q4 

水３ 

予定 

１ 講義 7 回 受入機関実習の準備のために必要な知

識の習得や能力開発を行う講義科目 

就業実践研修 II Q1 

Q3 

水３ 

予定 

１ 受入機関の実習 

講義 2 回 

受入機関の実習と、実習後にプレゼン

テーションを行う就業実践研修報告

会、および補足講義であるまとめ研修

で構成された実践科目 
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◆「就業実践研修研修Ⅱ」（2025 年度第 3 クォーター）に 

かかるスケジュール 
 

Ⅰ．実施の可否および受入条件等の 

回答期限（機関→大学） 
5 月 21 日(水) 

●学生の動き  ①か②を選択し、エントリー 

Ⅱ．学生の選考方法と選考手順 
①受入機関選考型 

(長期選考型) 

②大学選考型 

(短期選考型) 

エントリー期間 学生 → 大学 5/22(木)～6/5(木) 

第１次 

エントリー 

5/22(木)～6/5(木) 

書類送付 大学 → 機関 6/12(木)頃 6/12(木)頃 

回答期限 機関 → 大学 

 

6/19(木) 

結果報告 大学 → 学生 6/20(金)～ 

エントリー期間 学生 → 大学 

第 2 次 

エントリー 

6/23(月)～6/30(月) 

書類送付 大学 → 機関 7/4(金)頃 

回答期限 機関 → 大学 6/26(木) 7/8(火) 

結果報告 大学 → 学生 6/27(金)～ 7/9(水)～ 

●学生の動き 
①または②で実習先が決まっていない場合は、３次エント

リーに応募可 

エントリー期間 学生 → 大学 

第 3 次エントリー 

(先着順) 

7/10(木)～7/14(月) 

書類送付 大学 → 機関 随時※ 

回答期限 機関 → 大学 随時※ 

結果報告 大学 → 学生 随時※ 

Ⅲ．覚書の締結 7 月下旬 

Ⅳ．受入機関先の実習  

日程とご依頼内容 

2025/8/2(土)～9/18(木)のうち 

５日間以上かつ総計２５時間以上 

・実習中 研修日誌のご確認(署名または捺印) 

・実習後 学生評価票のご送付 

Ⅴ．就業実践研修報告会 

（ご参加は任意です） 
10 月 1 日(水)予定 

Ⅵ．意見交換会 

（ご参加は任意です） 
10 月 1 日(水)予定 

※学⽣から応募があった場合、都度ご連絡を差し上げます 
注意：締切時間は 17：00 とさせていただきます 
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◆確認事項 

Ⅰ．実習の実施可否および受入条件等 

・実習の実施可否、受入条件等について、期日までに回答アンケートにて web 回答、

メール添付または FAX にてご回答ください。 

 

Ⅱ．学生の選考方法 

選考方法 内 容 

① 受入機関選考型 

（学生には長期選考型 

と案内） 

貴機関での実習参加希望者全員の「エントリーシート」（資料１）

および履歴書に相当する「自己紹介書」（資料２）をご送付いた

します。貴機関での選考後、結果のご連絡をお願いします。 

なお、選考で面接等を実施される場合は、【南山大学】「就業実践

研修Ⅱ」夏期実習 学生受入募集要項」回答時にお知らせくださ

い。 

② 大学選考型 

（学生には短期選考型 

と案内） 

南山大学で学生を選考し、マッチングした学生の「エントリーシ

ート」（資料１）および履歴書に相当する「自己紹介書」（資料２）

をご送付いたします。 

大学選考の際に選考基準（学生非公開）がございましたら、【南

山大学】「就業実践研修Ⅱ」夏期実習 学生受入募集要項」回答

時に備考欄にてお知らせください。 

 

Ⅲ．覚書の締結 

 ・取り組みに対しては、覚書を締結させていただいております。本学書式（資料３）

をご用意しておりますが、貴機関所定の書式がございましたらそちらをご使用くだ

さい。 

 

Ⅳ．受入機関の実習について 

 （※3 年次生以上をインターンシップ、2 年次生以下はキャリア教育として扱います。） 

１．研修期間について 

 ・単位付与に必要な実習時間数を確保するため、長期休暇内で５日間以上かつ総計

25 時間以上の実施をお願いしております。 

 ２．傷害保険・賠償責任保険について 

  ・研修期間中、学生本人の傷害保険および学生が責任を負う賠償に対する賠償責

任保険は大学で一括加入いたします。（資料７） 

 ３．誓約書について 
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  ・実習初日に、学生本人から貴機関宛の誓約書（資料４）をご提出いたします。

貴機関所定の書式がございましたら、学生と直接誓約書を締結してください。 

 ４．実習日誌の扱いについて 

  ・実習日誌（資料５）により毎日の研修内容・反省・感想等を学生がご報告いたしま

す。また最終日には、まとめの書式（資料 5－4）をご報告いたします。確認後、ご

署名またはご捺印をお願いいたします。(日誌は、手書きと Excel フォームをご用意

しています。Excel フォームご利用時は、ご担当者様のお名前をフルネームでご入

力ください。) 

・貴機関所定の書式がございましたら、そちらをご使用ください。最終日にまとめの

書式（資料 5－4）のみ、ご確認のうえ、ご署名またはご捺印をお願いいたします。 

 ５．学生に係る評価について 

  ・学生の研修態度、姿勢についての評価（資料６）をお願いします。評価票は実習開

始前までにご送付いたします。単位認定資料の一部として利用いたしますので、指

定の期日までにご返送ください。 

 ６．事前訪問について 

・事前訪問については指導しておりません。 

・事前に学生との打ち合わせが必要な場合、また連絡事項や配付資料がある場合は、

直接学生本人にご連絡をお願いします。 

 

７．尾張東部地域または同地域のいずれかの市町村に「暴風警報」または大雨、暴風、

暴風雪、もしくは大雪に関する「気象特別警報」が発表された場合の対面方式の

実習につきまして、本学 Web ページの教務課の教務案内に掲出されている「災害

等緊急時における授業等の取り扱いについて」に準じ、下記のとおりとします。 

 

  午前 6 時より前に解除の場合 ： 当日の実習を実施 

  午前 6 時以降に解除の場合  ： 当日の実習を中止 

 

８．以下の事象については、恐れ入りますが大学までご連絡ください。 

  ・学生の体調不良等による欠席 

  ・家族の訃報等に欠席 

・学生の病気による長期欠席 
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 ９．緊急事項への対応について 

以下の緊急事項については、恐れ入りますが大学までご連絡ください。 

・学生の事故（通勤途中、勤務中等） 

・その他緊急と思われる事項 

 

   ●緊急連絡先： 

＜ キ ャ リ ア 支 援 課 ＞ 052-832-3122 

＜南山大学総合受付＞ 052-832-3891 

 １０．学生の個人情報について 

  ・学生の個人情報につきましては、適切にお取り扱いください。 

 

Ⅴ．就業実践研修報告会 〈10 月 1 日(水)〉 

・詳細につきましては確定次第、改めてご案内いたします。 

 

Ⅵ．意見交換会   〈10 月 1 日(水)〉  

・詳細につきましては確定次第、改めてご案内いたします。 

 



 

 

 

 

資 料 

 
資料１：エントリーシート （大学より送付します） 

 

 

資料２：自己紹介書    （大学より送付します） 

 

 

資料３：覚   書       

 

 

資料４：誓 約 書    （学生が貴社/貴機関に提出します） 

 

 

資料５：実 習 日 誌   （学生が実習に持参します。 

ご確認とサインをお願いします。 

実習後、学生が大学に提出します） 

 

 

資料６：学生の実習に係る評価について 
（大学より送付します。実習終了後、 

大学へご返送ください） 

 

 

資料７：学生教育研究災害傷害保険付帯賠償責任保険 

       インターンシップ・教職資格活動等賠償責任保険 
（略称「インターン賠」） 

 



     

資料１ 

 

南山大学「就業実践研修Ⅱ」エントリーシート 

 

応募機関名  

学部・学科名 氏  名 

  

【志望理由】（350 字程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【応募機関でのインターンシップ研修に対する目標】（350 字程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学生番号：        】 

※ワードで作成のこと。手書きは受付不可。 

 



 

 

資料２ 

 

         自己紹介書（南山大学「就業実践研修Ⅱ」用） 

                  年  月  日現在 
 

ふりがな  性別 

氏 名 ㊞  

学部・学科 学部              学科 

生年月日     年    月    日生 （満    歳） 

 
研修中 

の住所 

〒 
 
 
 

 

 
連絡方法 

 
確実な連絡先とし

て使用できるもの

を記入すること 

自宅電話番号 (       )       － 

携帯電話番号 (       )       － 

メールアドレス（携帯）  

メールアドレス（ＰＣ）  
 

研究課題または興味ある分野 

 

 

 

 

学業以外に力を注いだこと（例えばスポーツ・文化サークル活動など） 

 

 

 

 

 

 

趣味・特技等、自己 PR 

 

 

 

 

 

 

 
 

写  真 

(縦4cm×横3cm) 

裏面に｢学部･学科･

氏名｣を記入する。 

【学生番号：        】 



南山大学2025年度「就業実践研修Ⅱ」に関する覚書 
 
南山大学(以下、甲という)と        (以下、乙という)は、2025年度「就業実践研修Ⅱ」における

研修の取り扱いについて、次のとおり覚書を締結する。 

1．研修概要 

本事項については、「研修受入条件」「研修生等明細」のとおりとする。 

2．本研修の扱いについて 

本研修は、インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たって

の基本的考え方（三省合意）に基づき、3年次生以上の参加は「インターンシップ」、2年次生の参

加は「キャリア教育」として扱う。 

 3．事故災害時の対応について 

甲は研修を行う学生を学生教育研究災害傷害保険（以下「学研災」）に加入させて、研修生が研修

中およびその往復途中に生じた事故により、身体に傷害を被った場合に対応する。また、学研災付帯

賠償責任保険（インターンシップ・教職資格活動等賠償責任保険）に加入させて、研修中およびその

往復途中に他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したことにより乙が被る法律上の損害を補償す

る。  

4．誓約書の提出 

研修生は研修に先立ち乙に対して誓約書を提出し、甲は研修生の誓約事項を遵守させる。 

5. 研修生の個人情報の扱いについて 

乙は研修に際し知り得た研修生の個人情報については、個人情報保護法に従い、本研修の遂行以

外に使用することなく、研修終了後は適切な方法で保管・消去することとする。 

6．研修の中断について 

誓約書に違反する行為等が生じた場合には、乙は甲と協議の上、研修を中断することができる。 

7．暴力団等排除について 

甲または乙は、次の各号のいずれかに該当した場合には、なんらの通知催告を要せず、本契約を 

解除することができるものとする。 

(1)  相手方が、暴力団その他の反社会的勢力（以下「暴力団等」という。）であると判明した場合 

(2) 相手方の役員または実質的に経営を支配するものが、暴力団等であると判明した場合 

(3)  相手方から、暴力、脅迫その他の犯罪を手段とする要求または法的な責任を越えた不当な要 

求を受けた場合 

(4) 相手方から偽計または威力を用いて業務を妨害された場合 

② 甲または乙は、前項の定めるところにより本契約を解除した場合には、この解除によって相手方

に生じた損害を一切賠償しないものとする。 

8．その他の対応について 

この覚書に定めのない事項については、甲と乙が協議の上決定する。 

9．覚書の効力について 

この覚書は、下記の署名日付より研修が修了するまで効力を持つものとする。 

 
本覚書の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえそれぞれ１通を保有するものと

する。 

 

年 月 日 

甲（大学） 

名古屋市昭和区山里町18番地

南山大学 

キャリア支援委員会委員長 川北 眞紀子 

 

乙（受入機関） 

 

 

資料３－１ 



  

 

 

研修受入条件（例） 
 

研修内容、研修時間、 

研修部署 
別途定める研修プログラムのとおりとする。 

研 

修 

条 

件 

手 当  支給しない 

交

通

費 

通勤費 （研修中の居所から研

修先までの通勤に要する費用） 

 

学生自己負担 

出張費 （研修プログラムに伴

う費用） 

 

乙が支給 

 

食 費 
 

 

学生自己負担 

 

宿

泊

費 

研修プログラムに伴う費用 

（研修プログラムによる出張時

の宿泊費等） 

該当なし 

遠方からの参加で、居所からの

通勤が不可能な場合の宿泊費 

 

学生自己負担 

 

作業服等の貸与及びその費用 

 

 

 該当なし 

 

 

緊急時の医療施設等の利用 

 

利用不可 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３－２ 



  

 

 

研修生等明細 
 
 

 

研修連絡責任者 

 

 

甲側 

 

キャリア支援課  

 課長 佐藤 淳 

 電話番号： 052-832-3122 

 

乙側 

 

○○営業所 

 所長 ○○ ○○ 

電話番号： XXX-XXX-XXXX 

研修生所属学科 

研修生氏名 

研修部署・期間 

［研修日数］ 

□□学部 □□学科 

○○ ○○ 

XX/XX(△)～XX/XX(△) 

XX 日間＜休日：XX/XX,XX/XX＞ 

□□学部 □□学科 

○○ ○○ 

XX/XX(△)～XX/XX(△) 

XX 日間＜休日：XX/XX,XX/XX＞ 

以下余白 以下余白 

 

 

 

 

資料３－３ 



誓 約 書 

 
年    月    日 

                御 中 

 
 

 

                   南山大学           学部             学科   年 

 

                     氏 名                      印 

 

今般、私が貴機関において実習するにあたり、下記の事項を厳守することを誓います。 

 

 

記 
 

 

１．実習期間中は、貴機関の就業規則およびこれに基づく諸規則の定めに従う。 

 

２．貴機関の諸規則を守り、実習期間中は貴機関の管理、監督の指示に従う。 

 

３．実習に際しては、次の事項を厳守する。 

 

（１）貴機関の名誉を毀損するような言動は行わない。 

 

（２）貴機関の営む事業を阻害するような言動は行わない。 

 

（３）実習上、知り得た貴機関の機密及び個人情報に属するものは、いっさい漏洩しない。 

 

４．故意または過失により貴機関に対し損害をおよぼしたときは、直ちに弁償する。 

 

５．実習中、自己の不注意により万一災害を受けた場合の処理については、貴機関に迷惑

をかけることなく自己の責任において処理する。 

 

 

                                      以上 

資料４ 



「就業実践研修Ⅱ」実習日誌

実 習 先 

実習期間 月   日（  ）～  月   日（  ）

南山大学  学部  学科  年

学生番号 氏 名 

※まとめ研修終了後 1 週間以内に、キャリア支援課に提出してください。

※日誌と最終ページ記入後は、担当者にご確認いただき、署名または捺印し
てもらいましょう。

※受入機関書式の日誌等がある場合は、そちらを使用、提出してください。

但し、「資料5-3」以外は、大学書式を使用し、左上をホチキス留の上、提

出してください。

資料5-１（表紙）

【本書式で提出必須】



南山大学    学部  学科  氏名 

○受入機関実習テーマ （実習部署 ）

○自己目標

○実習前の意識調査

※実習後にも同様の質問があります。必ず記入してから実習に臨むようにしてください。

１．今現在「働くこと」に対してどのようなイメージを持っていますか？      記入日：    年   月   日

２．今現在「働く」際に重視すること、大切にしたいことは何ですか？  記入日：    年   月   日

MEMO 

資料5-2（P.2） 

【本書式で提出必須】 



午後

午後

研修部署・

研修内容

本日の目標

月　　日(　)

月　　日(　)

研修部署・

研修内容

午前

実

習

ご

担

当

者

様

記

入

欄

フ

ィ

ー

ド

バ

ッ

ク

ご署名ご捺印

本日の目標

反省・感想、

翌日の目標等

反省・感想、

翌日の目標等

実

習

ご

担

当

者

様

記

入

欄

フ

ィ

ー

ド

バ

ッ

ク

ご署名ご捺印

午前

資料5-3（P.3以降） 

【受入機関書式使用可】
南山大学    学部  学科  氏名 



南山大学 学部 学科 氏名 

◆受入機関実習テーマに対しての自己評価

◆自己目標に対しての自己評価

◆目標を達成するために工夫したこと（具体的に）

◆実習を通して学んだこと、気付いたこと（成果/反省/感想/専門用語/今後の課題など）

◆実習後の意識調査 ※実習前の自分の考えと比較してみてください。

１．今現在「働くこと」に対してどのようなイメージを持っていますか？ 記入日： 年 月 日 

２．今現在「働く」際に重視すること、大切にしたいことは何ですか？ 記入日： 年 月 日 

●実習ご担当者様ご感想【任意】

ご署名または、ご捺印

【必須】 

資料５-４（最終Ｐ） 

【本書式で提出必須】 



【南山大学】「就業実践研修Ⅱ」2025 年度第3クォーター 学生評価票(別紙） ■ご記入者情報をご記入ください。

貴機関名： 株式会社 南山教育サービス 

部署名： 総務部人事課 

役職： 人事課長 

ご担当者名： 山里 太郎 

■学生の評価をお願いします。①～⑦は該当箇所を○で囲ってください。 [５（優）・ ４ ・ ３（普通）・ ２ ・ １（劣）]

学生番号 学生氏名 
① 

意欲 

② 

行動 

③ 

印象 

④ 

ﾏﾅｰ

⑤ 

ＰＣ 

⑥ 

機関研究 

⑦ 

総合評価 

⑧ 

欠席 

⑧ 

遅刻 

⑧ 

早退 

⑨ 

その他 

記

入

例 

2023HC00X 南山 華子 

５ 

４ 

３ 

２ 

１ 

５ 

４ 

３ 

２ 

１ 

５ 

４ 

３ 

２ 

１ 

５ 

４ 

３ 

２ 

１ 

５ 

４ 

３ 

２ 

１ 

PC 不使用 

５ 

４ 

３ 

２ 

１ 

５ 

４ 

３ 

２ 

１ 

0 1 1 
疑問点を積極的に尋ねたり、資料の読みこみを

入念にしたりと、その場の状況理解を懸命にしよ

うとする姿が印象的でした。 

１ 

５ 

４ 

３ 

２ 

１ 

５ 

４ 

３ 

２ 

１ 

５ 

４ 

３ 

２ 

１ 

５ 

４ 

３ 

２ 

１ 

５ 

４ 

３ 

２ 

１ 

PC 不使用 

５ 

４ 

３ 

２ 

１ 

５ 

４ 

３ 

２ 

１ 

■事務手続き等を含め本学の実習プログラムについて、お気づきの点やご要望等をご記入ください。

記入例

資料6



学研災付帯賠償責任保険
（略称「付帯賠責」）
加入者のしおり

Aコース 学生教育研究賠償責任保険
（略称「学研賠」）

Bコース インターンシップ・教職資格活動等賠償責任保険
（略称「インターン賠」）

Cコース 医学生教育研究賠償責任保険
（略称「医学賠」）

あなたはこの保険の加入者です。あなたはこの保険の加入者です。
あなたが他人にけがを負わせた場合、他人の財物あなたが他人にけがを負わせた場合、他人の財物
を損壊した場合等により、法律上の損害賠償責任をを損壊した場合等により、法律上の損害賠償責任を
負ったときのための保険です。万一の事故に備え、負ったときのための保険です。万一の事故に備え、
ぜひご一読ください。ぜひご一読ください。

加入
年度 年度 保険

期間 年間 加　入
コース A　 B　C

氏名

〈ご加入の覚え〉学生ご本人がご記入ください

令和7年4月1日以降
保険始期用

この保険は学生個人に対して保険証券を発行しておりません。
この冊子を保険証券の代わりとして大切に保管してくだサ～イ！

20241023_10419177_06.indd_1523



〈目　　次〉

Ⅰ．学研災付帯賠償責任保険の概要（P1～ P4）
1．保険期間
2．保険の内容
3．対象となる活動範囲
4．保険金額（支払限度額）
5．補償の対象となる場合
6．補償の対象とならない主な場合
7．�契約内容変更（退学、休学、転部・転科、コース変更等）の場合の手続き

Ⅱ．事故が起きたときの手続き（P5）
1．事故発生から保険金が支払われるまで
2．事故が起きたときの手続き

Ⅲ．重要事項説明書（P6）
1．契約概要
2．注意喚起情報

Ⅳ．事故のときは（P7）

Ⅴ．保険金請求先（東京海上日動ウェルネス保険金サポート部）（P8）

ご加入者の皆様へ
本保険の内容および「被保険者（補償を受けることができる方）」である皆様の

義務などについては、賠償責任保険普通保険約款等の各種の規定が適用されます。

この「しおり」は、保険証券の代わりとなります。万一の場合に備えて、ぜひ

ご一読の上、お手元に保管してください。

学研災付帯賠償責任保険は、公益財団法人日本国際教育支援協会（以下「本協会」といいます。）と以下の保
険会社（予定）との間で締結された共同保険契約であり、東京海上日動火災保険株式会社が他の引受保険会
社の代理、代行を行います。各引受保険会社は、契約締結時に決定する引受割合に応じて連帯することなく
単独別個に保険契約上の責任を負います。なお、引受割合については本協会にご確認ください。

あいおいニッセイ同和損保　　損保ジャパン　　東京海上日動（幹事保険会社）　　三井住友海上
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Ⅰ．学研災付帯賠償責任保険の概要
1．保険期間
保険期間は、以下のいずれかです。

保険始期 保険終期（＊1）
4月入学生 4月1日午前0時から 翌年3月31日午後12時まで
9月入学生 9月1日午前0時から 翌年8月31日午後12時まで
10月入学生 10月1日午前0時から 翌年9月30日午後12時まで
ただし、次の場合のそれぞれ保険始期および保険終期は以下のとおりとなります。
全員加入の場合（学校が学生の加入を決める場合）で、学校の機関において決議（＊2）し
た保険加入日が上記の保険始期以降であるとき。

決議された保険加入日の午前0時が保険始期。
保険終期は上記表と同様。

任意加入の場合（学生が加入を決める場合）で、学生が在籍する会員校へ所定の保険料
を支払った日が上記の保険始期以降であるとき。（＊3）

保険料を支払った日の翌日午前0時が保険始期。
保険終期は上記表と同様。

（＊1）1年間加入の場合です。複数年加入の場合、その期間の終了する年度の各終期までとなります。
（＊2）保険加入日時は決議日時より遡ることはできません。
（＊3）原則として、入学手続と同時に申込みを行うものとします。
自分の保険期間が分からない場合は、学校の担当窓口（学生課・学生支援課・保健センター等）でご確認ください。

2．保険の内容
国内外において学生（被保険者）が、正課、学校行事、課外活動（＊4）またはその往復において、他人にけがを負わせた場合、他人の財物を

損壊した場合等により、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害について、保険金をお支払いします。
（＊4）�学校の規則にのっとった所定の手続きにより、インターンシップまたはボランティア活動の実施を目的とした組織として承認を受けた

学内学生団体が行うインターンシップまたはボランティア活動をいいます。ただし、学校が禁じた時間または場所で行われる活動およ
び禁止行為を除きます。

3．対象となる活動範囲
⃝Aコース（医療関連実習を除きます。薬学教育実務実習を含みます。）
正課、学校行事、課外活動（＊4）およびその往復（Bコースの活動範囲を含みます。）。
⃝Bコース（医療関連実習および薬学教育実務実習を除きます。）
インターンシップ、介護体験活動、教育実習、保育実習、ボランティア活動およびその往復。ただし、学校が上記の活動を正課、学校行事
または課外活動（＊4）と位置付けている場合に限ります。

⃝Cコース（医療関連実習を含みます。）
医療関連学部・（学）科の正課、学校行事、課外活動（＊4）およびその往復（AコースおよびBコースの活動範囲を含みます。）。
※医療関連実習（Cコースで補償）・薬学教育実務実習（A・Cコースで補償）における専門資格に関わる行為については、以下の全ての要件
を満たす場合に限り、対象となります。
①学校が正課または学校行事として位置づける実習であること。
②被保険者がその専門資格に関わる行為を業務（アルバイトその他恒常的に行うものを含みます。）として行っていないこと。
③上記①②について、保険金請求時に学校の証明を得られること。
詳しくは学校の担当窓口（学生課･学生支援課・保健センター等）までお問い合せください。

（ご注意）
・AコースおよびCコースの活動範囲には、Bコースの活動範囲が含まれるので、AコースまたはCコースに加入した学生は、Bコースに加
入する必要はありません。
・クラブ活動（＊5）中の事故は保険金支払の対象とはなりません。ただし、正課または学校行事に合わせてその日のクラブ活動（学校が禁じ
ているもの等は除きます。）に参加する場合、その住居と活動場所となる施設の間を合理的な経路および方法により移動中に行った行為は
対象となる活動に含みます。

（＊5）「クラブ活動」とは、学校の規則にのっとった所定の手続きにより承認を受けた学内学生団体が行う文化活動または体育活動をいい
ます。ただし、課外活動（＊4）並びに学校が禁じた時間または場所で行われる活動および禁止行為を除きます。
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コース
活動範囲

Aコース(＊6）

（学研賠）
Bコース（＊7）
（インターン賠）

Cコース（＊8）
（医学賠）

インターンシップ、介護体験活動、教育実習、保育
実習、ボランティア活動およびその往復（＊9） ○○ ○○ ○○
上記以外の正課、学校行事、課外活動（＊10）および
その往復 ○○ × ○○

医療関連実習（＊11）およびその往復 × × ○○
（＊6）医療関連実習を除きます。薬学教育実務実習を含みます。
（＊7）医療関連実習および薬学教育実務実習を除きます。
（＊8）医療関連実習を含みます。
（＊9）学校が正課、学校行事または課外活動（＊10）と位置づけている場合に限ります。
（＊10）�学校の規則にのっとった所定の手続きにより、インターンシップまたはボランティア活動の実施を目的とした組織として承認を受け

た学内学生団体が行うインターンシップまたはボランティア活動をいいます。ただし、学校が禁じた時間または場所で行われる活動
および禁止行為を除きます。

（＊11）�医療関連学部・（学）科が、正課または学校行事として位置づけて行う実習をいいます。

4．保険金額（支払限度額）

Aコース Bコース Cコース

支払限度額（＊12） 対人賠償と対物賠償合わせて1事故につき1億円限度（免責金額（＊13）：0円）

（＊12）�被保険者1名かつ1年当たりの支払限度額です。
（＊13）�免責金額とは、お支払いする保険金の計算に当たって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。

5．補償の対象となる場合
※この保険は、施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険および受託者賠償責任保険で構成されています。

（1）	次に掲げる事由により保険期間中に他人の身体に障害（障害に起因する死亡を含みます。以下同様です。）を負わせた場合、または他人
の財物を損壊（滅失、破損もしくは汚損）させた場合に起因して被保険者が法律上の損害賠償責任を負ったとき（＊14）
ア．上記「3．対象となる活動範囲」に定める活動（以下「活動」といいます。）の遂行に起因して、活動中に発生した偶然な事故（施設賠
償責任保険）
イ．活動の結果に起因してその活動の終了後に発生した事故、および被保険者の占有を離れた飲食物および正課、学校行事または課外活�
動（＊4）の成果物（薬剤を含み、以下「生産物」といいます。）に起因する偶然な事故（生産物賠償責任保険）

（2）	活動中の被保険者が使用または管理する他人の財物（以下「受託物」といいます。）を保険期間中に滅失、破損、汚損もしくは紛失し、
または盗取もしくは詐取されたことにより、受託物に対し正当な権利を有する者に対し被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合
（受託者賠償責任保険）
（＊14）�スポーツ中に結果として相手にけがを負わせた場合、その原因が競技のルールに照らして社会的に容認される範囲内の行為につい

ては、通常、違法性がないとされ、加害者は法律上の損害賠償責任を負いません。
＜お支払いする保険金の種類＞
被保険者が負担する次の賠償金または費用に対して保険金をお支払いします。
※�賠償責任の承認・賠償金額の決定に際しては、あらかじめ引受保険会社の承認が必要です。
①被害者に対して支払責任を負う法律上の損害賠償金
②引受保険会社の書面による同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用
③他人から損害賠償を受ける権利の保全もしくは行使について必要な手続きを行い、または既に発生した事故に係る損害の発生もしくは拡大
の防止について必要なその他の手段を講じた場合において、その手続きまたは手段のために引受保険会社の書面による同意を得て支出した
必要または有益な費用
④他人から損害賠償を受ける権利の保全もしくは行使について必要な手続きを行い、または既に発生した事故に係る損害の発生もしくは拡大
の防止のために必要な手段を講じた後に損害賠償責任を負担しないことが判明した場合において、応急手当、護送その他の緊急措置に要し
た費用または引受保険会社の書面による同意を得て支出したその他の費用
⑤引受保険会社が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求の解決に当たる場合において、引受保険会社の求めに応じて協力するために
支出した費用
＜保険金のお支払方法＞
上記①の損害賠償金については、その額に対して支払限度額（受託者賠責の場合、受託物の時価）を限度に保険金をお支払いします。
上記②から⑤までの費用については、原則としてその全額が保険金のお支払対象となります。ただし、②の争訟費用について、①損害賠償金
の額が支払限度額を超える場合は、「支払限度額÷①損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支払いします。
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＜補償の対象となる事故例＞
いずれも被保険者に損害賠償責任が生じた場合に限ります。
●正課で化学の実験中、間違っ
て薬品を混ぜ、爆発事故を起
こしてしまい、クラスメイト
に火傷を負わせてしまった。

　（A、Cコース対象）

●学園祭で、焼鳥屋の模擬店を
出店したが食中毒事故を出し
てしまい、5人が入院してし
まった。（A、Cコース対象）

●正課でのインターンシップ活
動中、派遣先の機械を使用し、
誤って壊してしまった。
　（A、B、Cコース対象）

（＊15）

●授業を受けるため自転車で通
学中、自転車のハンドルが歩
行者の鞄に引っ掛かり、歩行
者が転倒。歩行者にけがをさ
せてしまった。
　（A、Cコース対象）

� （＊15）コンピュータ内のデータ、ソフトウェア、プログラム等の損壊による損害は付帯賠責の対象とはなりません。

用語解説
•	往復とは
被保険者が各コース
に規定する活動への
参加を目的としてそ
の住居（＊16）とその活
動場所となる施設の
間（活動場所が複数
の施設にまたがる場合は、それらの施設と施設の間を含みます。）を合
理的な経路および方法（学校が禁止した方法を除きます。）により移動
することをいいます。原則として、合理的な経路を逸脱した場合（各
コースに規定する活動への参加とは関係のない目的で合理的な経路を
それる場合）や、移動を中断した場合（移動とは関係のない行為を途
中で行う場合）には、その間やその後の行為に起因する事故により被っ
た損害賠償責任に対しては保険金をお支払いしません。ただし、逸脱
または中断が各コースに規定する活動に必要な物品の購入もしくはこ
れに準じる行為のための必要最小限の行為である場合または日常生活
上の必要最小限の行為である場合は、その逸脱または中断の間を除い
た移動中の行為に起因する事故により被った損害賠償責任に対しては
保険金をお支払いします。例えば以下のような行為です。
①授業に必要な教科書を購入する。� ②惣菜等を購入する。
③独り暮らしの学生が食堂に立ち寄る。�④選挙の投票をする。
⑤病院や診療所で診察を受ける。
ただし、正課または学校行事に合わせてその日のクラブ活動（学校が
禁じているもの等は除きます。）に参加する場合、その住居（＊16）と活
動場所となる施設の間を合理的な経路・方法により移動中も往復に含
みます。ただし、合理的な経路を逸脱・中断した時以降や、当該クラ
ブ活動中の事故は補償の対象となりません。
対象となる交通手段は徒歩・自転車・電車等公共交通機関に限ります。
ただし、学校が自転車通学を禁じている場合や原付・バイク・自動車・
電動キックボード等の運転中の事故は補償の対象外です。
（＊16）�社会人入試（＊17）を経て学校に入学した学生に限り、その勤務先を含み

ます。
（＊17）�「社会人入試」とは、一般の入学志願者と異なる方法により判定する入

試方法のうち、社会人特別選抜入試等の社会人を対象とする入試をいい
ます。

•	インターンシップとは
学生が在学中に自らの専攻や将来のキャリアに関連した企業等におい
て参加する就業体験をいいます。
•	介護体験活動とは
法令に基づいて小学校および中学校の教諭の普通免許取得を希望する
学生が行う介護等の体験活動をいいます。
•	教育実習とは
法令に定める「教育実習」に該当する科目において、学生が教諭免許取
得のために受入先の幼稚園、小中学校または高校で行う活動をいいます。
※特別支援学校教諭免許取得に関する「心身に障害のある幼児、児童または
生徒についての教育実習」および養護教諭免許取得に関する「養護実習」
を含みます。

•	保育実習とは
児童福祉法および同施行規則に規定された厚生労働大臣の定める修業
教科目のうち「保育実習」に該当する科目において、学生が保育士資
格取得のために受入先の保育所等の実習施設で行う活動をいいます。
•	ボランティア活動とは
各人の自由な意志によって、個人が有する能力、労力または財産をもっ
て社会に貢献する活動をいいます。
•	医療関連実習とは
学校の医療関連学部・（学）科が、正課または学校行事として位置づけ
て行う実習をいいます。
•	薬学教育実務実習とは
学校の薬学部およびこれに類する学部・（学）科が、正課または学校行
事として位置づけて行う実習をいいます。

○
○日帰りのみ

○
日帰りのみ○

クラブ活動を伴う場合の

例：往路の場合（復路も同様）

特例
日帰りのみ対象

○

クラブ活動

学 校住 居（＊16）
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6．補償の対象とならない主な場合
詳しくは約款によります。保険約款の内容は、（公財）日本国際教育支援協会のホームページでご確認ください。

＜共通＞
①保険契約者または被保険者の故意
②戦争、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
④被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
⑤排水または排気に起因する賠償責任
⑥核燃料物質、核原料物質、放射性元素、放射性同位元素等の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する損害（放射能汚染、放射線障
害を含みます。）。ただし、医学的または産業的に利用される放射性同位元素の使用、貯蔵または運搬中に生じた原子核反応、原子核の崩壊・
分裂による損害で法令違反がなかった場合は除きます。
⑦被保険者が行う次の行為に起因する損害(＊18)

・医療行為や人体に危害を生ずるおそれのある行為のうち、医師・歯科医師・看護師・保健師・助産師以外の者が行うことを法令により禁
じられている行為
・薬品の調剤、投与、販売または供給
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師以外の者が行うこと
を法令により禁じられている行為　等
（＊18）�ただし、Cコースにおいて医療関連実習で所定の要件を満たす場合には、当事由は適用されません。また、AおよびCコースにお

いて薬学教育実務実習で所定の要件を満たす場合には、上記のうち「薬品の調剤・投与・販売・供給」については適用されません。
＜施設賠償責任保険＞
①自動車（＊19）、原動機付自転車、航空機、昇降機または施設外における船・車両（原動力がもっぱら人力であるものを除きます。）もしくは
動物の所有、使用または管理に起因する損害
②汚染物質の排出、流出、いっ出または漏出に起因する損害および汚染浄化費用（ただし、汚染物質の排出等が不測かつ突発的かつ急激で、
所定の期間内に被保険者が発見し、かつ、引受保険会社に所定の期間内に通知した場合を除きます。）
③石綿、石綿の代替物質等の発がん性その他有害な特性に起因する損害　等
（＊19）�自動二輪（バイク）を含む。
＜生産物賠償責任保険＞
①被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは提供した生産物または行った活動の結果に起因する損害
②生産物自体の損壊または使用不能に係る賠償責任
③日本国内において発生した事故について、日本国外の裁判所に提訴された損害賠償請求訴訟
④汚染物質の排出、流出、いっ出または漏出に起因する損害および汚染浄化費用（ただし、汚染物質の排出等が不測かつ突発的かつ急激で、
所定の期間内に被保険者が発見し、かつ、引受保険会社に所定の期間内に通知した場合を除きます。）
⑤石綿、石綿の代替物質等の発がん性その他有害な特性に起因する損害　等
＜受託者賠償責任保険＞
①自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊
②受託物が寄託者に引き渡された後に発見された事故
③自転車、バイク、自動車、原動機付自転車、航空機、船舶、車両、動物、楽器、貨幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、
美術品、骨董品、勲章、き章、稿本、設計書、雛型その他これらに類する受託物の損壊、紛失、盗取または詐取
④建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまたはあられの浸入または吹込みによる損害
⑤給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気もしくは水の漏出もしくはいっ出またはスプリンク
ラーからの内容物の漏出もしくはいっ出による損害
⑥受託物の使用不能に起因する損害　等

7．契約内容変更（退学、休学、転部・転科、コース変更等）の場合の手続き
（1）2年以上の期間の保険料をまとめて学校へ払い込んだ方が次に該当するときは、保険料が一部返還されることがあります（＊20）。お手続き
方法は各学校により異なりますので、在籍する学校の担当窓口（学生課・学生支援課・保健センター等）へお問い合わせください。
①退学する場合
②保険期間中に通算して1年以上休学（留学を含みます。）した場合
③学部、学科等を変更する場合
④加入コースを変更する場合
現在ご加入中のコースの残りの期間を一旦解約し、変更後のコースに年単位で加入します。現在のコースの返還保険料を変更後のコース
の加入保険料と相殺することはできません。

（2）休学、留年等の理由で所定の修業年限が延長される場合は、当初の加入期間が終了した時点で、延長期間分につき新たに加入手続が必要
となります。詳細は各学校により異なりますので、在籍する学校の担当窓口（学生課・学生支援課・保健センター等）へお問い合わせください。
（＊20）�保険料返還にかかる振込手数料は被保険者負担となります。
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Ⅱ．事故が起きたときの手続き
1．事故発生から保険金が支払われるまで

 ①事故発生・連絡・報告

 
②学校から保険金請求書類を
受け取る
③保険金請求書の作成・送付

 ④東京海上日動より保険金支払

※�コンピュータ内のデータ、ソ
フトウェア、プログラム等の
損壊による損害は付帯賠責
の対象とはなりません。

＜往復＞

電話 電話＋付帯賠責往復事故証明書等

2．保険金請求

「保険金請求書」の4枚をご自身でご記入に	
なり、東京海上日動の学校保険コーナーあ
てに郵送。1「学校控」は学校が保管。

・物を損壊した
・人にけがを負わせた

 

学校の証明等が必要です。

保険金請求書

1．保険加入および
事故等の証明

 

学校の証明等が必要です。

すぐに東京海上日動
学校保険コーナー
に電話連絡（0120-
868-066）
および、学校へ報告

＜正課中等＞
※

2．事故が起きたときの手続き
（1）この保険の対象になると思われる事故が発生したときは、遅滞
なく東京海上日動の学校保険コーナー
0120-868-066（フリーダイヤル）まで、分かる範囲で以下

の内容をご連絡ください。
・自分の氏名、年齢、在籍する学校名　・事故の発生日、時刻
・事故の発生場所　・被害者の氏名、年齢
・事故の原因　・被害（傷害、損壊等）の程度
日本国外での事故の場合も電話でご連絡ください。
なお、その場合はコレクトコールをご利用いただけます。学生本人の連
絡が困難な場合は、日本国内の代理人を介してご連絡ください。

ご連絡が遅れた場合には、保険金を減額してお支払いすることが
ありますのでご注意ください。
保険金請求権には時効（3年）がありますのでご注意ください。
また、事故を起こしたこと、および、東京海上日動の学校保険コー
ナーへ上記の内容を連絡したことを学校の担当窓口（学生課・学
生支援課・保健センター等）へ報告してください。被害者との示
談等については、加害者である学生本人（未成年の場合は親権者）
が行うことになります。

（2）学校の担当窓口から以下の書類を受け取り、必要事項を記入の
上、必要な証明を受けてください。
①保険金請求書（兼事故証明書）
②付帯賠責往復事故証明書（往復での事故の場合）

（3）東京海上日動の学校保険コーナーへ上記（2）①②の書類を提出
してください。
※�学生（被保険者）が未成年の場合、保険金の請求は原則として親権
者が行うものとします。

（4）引受保険会社は保険金の支払いを行います（後記＜保険金請求
の際のご注意＞をご参照ください。）。

（重要）
保険金の支払い後、引受保険会社は本協会に保険金支払いの連絡を行
い、本協会はそれを基に保険金支払報告書を学校へ送付し、引受保険
会社、学校および本協会の三者で当該事故の保険金支払状況等の情報
を共有しますので、あらかじめご承知おきください。
※賠償金額は被害者の過失割合や他の者の責任割合等を勘案して決定
されます。示談交渉は、加害者である学生（被保険者）自身が行う
ことになりますが、賠償事故は、一般的に加害者の一方的な過失に
よるものは少なく、被害者自身にも過失のあるものや不可抗力によ
るものが多いため、示談に際しては事前に東京海上日動の学校保険
コーナーと十分にご相談ください。

＜示談交渉サービスについて＞
示談交渉サービスは行いません：この保険には、引受保険会社が被
害者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。した
がって、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合に
は、東京海上日動の学校保険コーナーからの助言に基づき、学生（被
保険者）ご自身に被害者との示談交渉を進めていただくことになり
ますので、あらかじめご承知おきください。なお、引受保険会社の
承認を得ないで賠償責任を承認しまたは賠償金額を決定した場合に
は、賠償金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場
合がありますので、ご注意ください。

＜保険金請求の際のご注意＞
賠償責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する
保険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険
金請求権（費用保険金に関するものを除きます。）について、先取特
権を有します（保険法第22条第1項）。「先取特権」とは、被害者が
保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権
利をいいます。
被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金
額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求するこ
とができます（保険法第22条第2項）。
このため、被保険者からの請求を受けて引受保険会社が保険金をお
支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に
限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行ってい
る場合

②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認でき
る場合

③被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、
保険金を支払う場合

＜他の保険契約等がある場合＞
この保険契約と重複する保険契約や共済契約（以下「他の保険契約
等」といいます）がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
①他の保険契約等から保険金や共済金が支払われていない場合：他
の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご加入内容に基づい
て保険金をお支払いします。

②他の保険契約等から保険金や共済金が支払われている場合：損害
額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引
いた残額に対し、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金を
お支払いします。
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Ⅲ．重要事項説明書
契約概要・注意喚起情報のご説明
・契約概要は、ご加入いただく保険の商品内容をご理解いただくために特に重要な情報を記載したものです。必ずお読みください。
・注意喚起情報は、ご加入いただく学生の皆様にとって不利益となる事項等、特にご注意いただきたい情報を記載したものです。
必ずお読みください。
・この文書はご加入いただく保険に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細については、（公財）日本国際教
育支援協会のホームページに掲載されている保険約款等によりますが、ご不明点等については在籍する学校の担当窓口（学生課・
学生支援課・保健センター等）までお問い合わせください。
※加入者証等は発行されませんのでこの「しおり」、「学研災付帯賠償責任保険のごあんない」等、加入内容が分かるものを保管
くださるようお願いします。

1．契約概要

1．商品の仕組み、引受条件等
（1）商品の仕組み
この保険は、（公財）日本国際教育支援協会を契約者とし、
同協会の賛助会員校に在籍する学生を被保険者（補償を受け
ることができる方）とする団体契約です。保険証券を請求す
る権利、保険契約を解約する権利等は同協会が有します。

（2）補償内容・保険期間（保険のご契約期間）
①主な支払事由（補償の対象となる場合）、お支払いする保
険金、②主な免責事由（補償の対象とならない主な場合）、
③保険期間などについては、P1～ P4をご参照ください。

（3）引受条件（保険金額等）
この保険での引受条件（支払限度額）はあらかじめ定められ
たご契約コースの中からお選びいただくこととなります。ご
契約コースについての詳細はP1～ P2をご参照ください。

2．保険料
保険料はご加入いただくご契約コースなどによって決定され
ます。保険料については、（公財）日本国際教育支援協会の
ホームページに掲載されているごあんないにてご確認ください。

3．満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。

2．注意喚起情報

1．補償の重複に関するご注意
被保険者またはそのご家族が既に他の保険で同種の保険商品
をご契約されている場合には、補償範囲が重複することがあり
ます。ニーズに合わせてご契約内容の見直しをご検討くださ
い。なお、補償範囲の重複を避けるためにご契約内容を見直す
場合、将来、補償を残したご契約を解約されるとき等、その補
償がなくなってしまうことがありますのでご注意ください。

2．告知義務等
加入時、引受保険会社に重要な事項（＊1）をお申出いただく義
務があります。
・加入の際、記載事項が記載されていなかったり、記載事項
が事実と違っている場合には、契約が解除されたり、保険
金をお支払いできないことがあります。
・他人のために保険契約を締結する場合、契約者またはその
代理人に過失がなかったとしても、被保険者（補償を受け
ることができる方）またはその代理人の故意または重大な
過失によって、集計報告書の記載事項が記載されていな
かったり、記載事項が事実と違っているときも同様です。

（＊1）他の保険契約等に関する事項を含みます。

3．ご加入後における留意事項（変更事項の通知等）
退学等の際の通知や事故などが発生した場合の手続き等につ
いてはP4～ P5をご参照ください。

4．保険開始日
P1をご参照ください。

5．主な免責事由（補償の対象とならない主な場合）等
P4をご参照ください。

6．引受保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい
金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されるこ
とがあります。
なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、ある
いは、「小規模法人」（破綻時に常時使用する従業員等の数が
20人以下の日本法人、外国法人（＊2））またはマンション管理
組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」
の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80％
（破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発
生した保険事故に係る保険金については100％）まで補償さ
れます（保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっ
ても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負
担すべきこととされているもののうち、当該被保険者に係る
部分については、上記補償の対象となります。）。
（＊2）�外国法人については、日本における営業所等が締結し

た契約に限ります。

7．共同保険について
共同保険については、表紙裏面をご参照ください。

8．個人情報の取扱いについて
保険契約者である（公財）日本国際教育支援協会は、引受保
険会社に本契約に関する、加入者の氏名・学籍番号・入金日
等の個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保
険会社のグループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険
引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他
の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、ア
ンケート等を行うために利用する他、下記①から⑥の利用・
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提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公
開情報（センシティブ情報）の利用目的は、保険業法施行規
則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる
範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内
で、業務委託先（保険代理店を含みます。）、保険仲立人、
医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機
関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とす
るために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会
等と共同して利用すること
③東京海上日動火災保険株式会社と東京海上グループ各社ま
たは東京海上日動火災保険株式会社の提携先企業等との間
で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用
すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用す
るために、再保険引受会社等に提供すること

⑤質権、抵当権等の担保権者における担保権の設定等に係る
事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者
に提供すること
⑥更新契約に係る保険引受の判断等、契約の安定的な運用を
図るために、保険の対象となる方の保険金請求情報等（過
去の情報を含みます。）をご契約者およびご加入者に対し
て提供すること
詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社のホームページお
よび他の引受保険会社のホームページをご参照ください。
東京海上日動火災保険㈱：www.tokiomarine-nichido.
co.jp
個人情報は、所属校が作成した加入者名簿を（公財）日本国
際教育支援協会が東京海上日動火災保険㈱へ提出することに
より提供されます。この取扱いに同意しない場合は、速やか
に同協会へ申し出てください（これに同意しない場合は、こ
の保険には加入できません。）。

東京海上日動火災保険株式会社 一般社団法人　日本損害保険協会
そんぽADRセンター（指定紛争解決機関）

保険に関するご意見・ご相談は
※加入状況・契約内容変更についてはまずは学校窓口へご連
絡ください。

（引受保険会社）
東京海上日動火災保険株式会社（幹事保険会社）
公務第二部　文教公務室
〒102-8014	東京都千代田区三番町6番地4
0120-587-050（フリーダイヤル）

事故のご連絡・ご相談は
東京海上日動学校保険コーナー

0120-868-066（フリーダイヤル）
※�学校保険コーナーにつながりますので、学校ごとの担当学校保
険コーナーから折り返しご連絡することがあります。

受付時間：平日 9：00～ 17：00（土・日・祝日・年末年始は除く）

東京海上日動火災保険（株）は、保険業法に基づく金融庁
長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人
日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
東京海上日動火災保険（株）との間で問題を解決できない
場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご覧ください。
（https://www.sonpo.or.jp/）

0570-022808＜通話料有料＞
IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。
受付時間：平日�午前9時15分～午後5時
（土・日・祝日・年末年始は除く）

Ⅳ．事故のときは

学研災付帯賠償責任保険について

この保険で対象となる事故が生じた場合には、遅滞なく東京海上日動の学校保険コーナー
（ 0120-868-066（フリーダイヤル））まで下記の内容をご連絡ください。

・自分の氏名、年齢、在籍する学校名
・被害者の氏名、年齢
・事故の発生日、時刻

・事故の原因
・事故の発生場所
・被害（傷害、損壊等）の程度

また、学校の担当窓口（学生課・学生支援課・保健センター等）へ事故を起こしたことを通知し、引受保険
会社へ上記内容を連絡したことを報告してください。
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Ⅴ．保険金請求先（東京海上日動ウェルネス保険金サポート部）

東京海上日動事業所 事 業 所 所 在 地

東京海上日動火災保険株式会社
ウェルネス保険金サポート部　傷害保険サポート室
傷害保険サポート第三チーム（学校保険コーナー）
フリーダイヤル　0120－868－066

〒105－8551
東京都港区西新橋3－9－4
虎ノ門東京海上日動ビルディング

＜重大事由による解除について＞
以下に該当する事由がある場合には、東京海上日動火災保険㈱はご加入を解除することができます。この場合には、全部または一部の保険金
をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
・被保険者または保険金受取人が東京海上日動火災保険㈱にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせた
場合
・被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
・この保険契約に基づく保険金の請求に関し被保険者または保険金受取人に詐欺の行為があった場合　等
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発行者　　公益財団法人 日本国際教育支援協会
学生支援部　学生保険課

〒153―8503　東京都目黒区駒場4－5－29
TEL：03-5454-5275
https://www.jees.or.jp/

令和6年10月作成

加入内容・加入確認・諸手続等についてのお問い合わせは、
在籍する学校の担当窓口（学生課・学生支援課・保健センター
等）へお願いします。
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もし事故を

起こしたら…
保険金請求手続きについて

下記手順で手続きしてくだサ～イ

□✓	事故の発生を、保険会社（東京海上日動）の学校保険
コーナー（0120-868-066）に電話で連絡する。
▼

□✓	学校へ事故の発生を報告する。
▼

□✓	写真や修理明細等、東京海上日動指定の証拠書類を準
備する。
▼

□✓	学校から保険金請求書を入手する。
▼

□✓	保険金請求書（学校で証明欄に記載をしたもの）を東
京海上日動の学校保険コーナー（東京）に送付する。
	 ※送付先はP8をご参照ください。
▼

□✓	東京海上日動から保険金が支払われる。
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